
○図面記入上の注意（許可）

【水路占用の場合】

法上の

道路

水路等

通路等

（当該敷地の専用通路、占用許可または管理者の承諾）

【十分な幅員の通路の場合】

15.0ｍ

住宅

申請建築物

道路

杭により後退線が

確認できるようにする

通路

計画建物

占用幅記入

（≧２ｍを確認）

2.5ｍ

住宅

住宅

通路境界線

許可基準に適合しているこ

とが分かるよう記入する

空き地

建築基準法の道路ではないの

で通路と記入

×道路中心線→○通路中心線

×道路境界線→○通路境界線

原則として後退部分

は通路等と一体整備

(工作物等がある場合は

一体と認められません)

※後退部分は敷地面

積に含めるので注意

土地利用現況図

隣地の区画及び土地利用

の状況を記入する

通路に接している幅、

通路幅を記入

1.8m

通路境界線


